
毎年10月頃に徳島県最低賃金が改正されます。（今年度は10月6日に改正されます。）今後も引上げが予想
され、事業場は対応を求められることになります。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引上げを行う事業主が、生産性向上に資する設備投資などを行う場

合に、その費用の一部を助成し、最低賃金引上げに伴う事業主の負担を軽減することを目的としています。
今後、何らかの設備投資（増設、買い替えなど）をお考えの場合は、最低賃金の引上げと併せて、業務改善

助成金を利用して計画的に行っていただくことをおすすめします。

最低賃金の引上げを行い、
設備を購入（100万円）

最低賃金の引上げに併せて
設備を購入（100万円）し、

業務改善助成金を利用して80万円受給

助成金を利用する
と、設備投資にか
かった費用の一部
が助成金として支
給されるので、負
担が軽減されます。

助成金を利用し
ない場合、設備
投資にかかった
費用が全額負担
となります。

📌 📌

徳島労働局
【一般的なお問い合わせ】業務改善助成金コールセンター（電話：0120-366-440 受付時間 平日8:30～17:15）

【申請窓口】徳島労働局雇用環境・均等室（電話：088-652-2718）



徳島県最低賃金の改正前に賃金を引上げ申請するケース

徳島県最低賃金の改正後に賃金を引上げ申請するケース

■事業場内最低賃金：830円
■助成金利用コース：30円コース
■徳島県最低賃金は令和４年10月６日
に31円引上げられ855円になります。

徳島県最低賃金
824円 事業場内最低賃金 830円

10/6
（R4徳島県最低賃金改正）

事業場内最低賃金 860円
＋30円

徳島県最低賃金
855円

7月
（最低賃金引上げ額の目安）

8/10
（R4徳島県最低賃金引上げ額答申）

徳島県最低賃金改正日までに賃金引上げをしておくことで、
少ない引上げ額で助成金を利用した設備投資を行うことができ、

より一層負担を軽減することができます。

設備投資の計画と事業場内最低賃金引上げ

徳島県最低賃金
824円 事業場内最低賃金 830円

10/6
（R4徳島県最低賃金改正）

事業場内最低賃金 885円

事業場内最低賃金

855円

改正日以降に賃金引上げを行う
場合は、25円の義務的引上げを
行った上で＋30円以上引上げる

必要があります。

さらに＋30円

徳島県最低賃金
855円

義務的
引上げ
＋25円

設備投資の内容は、徳島県内の活用
事例をご覧ください！
徳島県版活用事例集

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-
roudoukyoku/content/contents/001151182.pdf

改正日直前は申請が混
雑します。スムーズな交付
決定には改正前の早めの
申請をおススメします。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/content/contents/001151182.pdf

